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1. 計画改定の概要 

1.1 計画改定の経緯 

宮城県では土砂災害から県民の生命や財産を守るため、明治 45 年に砂防事業、昭和 35 年

に地すべり対策事業、昭和 46 年に急傾斜地崩壊対策事業にそれぞれ着手し、砂防堰堤等の砂

防関係施設の整備を推進している。 

本県では、令和４年度末時点で 2,735 の砂防関係施設を有しているが、その多くは昭和 40

年代～50 年代の高度成長期・安定成長期に整備され、建設から 40～50 年経過しており、今

後、老朽化する施設の増大が懸念される中、既存施設の効果を安定的に維持していく必要があ

ることから、適切な老朽化対策を実施し、施設の長寿命化を図ることが求められている。 

 

国土交通省水管理・国土保全局砂防部は、平成 22 年度に交付金メニューとして「砂防設備等

緊急改築事業」を創設し、旧基準で設計された施設の改築への支援をしてきた。一方で、平成

26 年度に「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」を発出し、その中で「老朽化施

設の修繕」と「旧基準で設計された施設の改築」を両にらみで取り組むことが原則とされた。 

そこで、県では「砂防設備等緊急改築事業」を最大限活用するために「旧基準で設計された施

設」のうち、保全対象を多く抱えるなど、重要度の高い施設を 112 施設抽出して計画的な改築・

修繕に取り組む「宮城県砂防関係施設長寿命化計画（平成 28 年 4 月）」を策定した。 

しかし、改築・修繕に必要な予算に対し国の補助予算が改築のみの措置となるなど限定的で

あったことや、資材や人件費の高騰などにより対策費が増加したため、計画的な事業の実施が

困難となり、計画期間（H28～R22 25 年間）の８年目にあたる令和５年度において、計画施設

112 施設のうち、着手済施設は 19 施設（計画達成率 17％）に留まっている。 

 

近年、全国的に老朽化する砂防関係施設が増加し、多数の対策がなされた中で「砂防関係施

設の健全度は、各施設・部位の変状の劣化予測と流域特性を踏まえ評価すべき」「事後保全型の

対策より、予防保全型維持管理によるライフサイクルコスト縮減等を踏まえた対策のほうが効果

的」「UAV 等の新技術を活用したコスト縮減や、過度な費用集中時期を回避することが重要」な

ど、砂防関係施設の老朽化対策への知見が集まってきたことを背景とし、国土交通省水管理・国

土保全局砂防部は令和４年３月に「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」を改定

し、その中でライフサイクルコストを考慮した長寿命化計画への変更を推奨しており、加えて点

検・台帳整理の充実や予算の平準化の重要性も付記された。 

また、令和３年度から「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策予算」が措置され、

令和４年度には砂防関係施設の修繕・改築いずれにも利用が可能な「砂防メンテナンス事業補助」

が創設されるなど、国の補助予算制度の充実も図られている。 

こうした状況を踏まえ、県では、改定された国のガイドラインを参考とするとともに、新たな補

助予算制度を最大限活用することで、予防保全型維持管理による砂防関係施設の長寿命化を加

速させるため令和６年３月に「宮城県砂防関係施設長寿命化計画（案）」を改定した。 
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今般、令和6年度に砂防関係施設の一斉点検を実施し、老朽化対策が必要な施設（健全度C・

D）が、前回点検時の 156 箇所から 247 箇所に大幅に増加したことを受け、最新の点検結果

を反映した形で、ライフサイクルコストの縮減と対策費用の平準化を考慮し、対策優先順位や事

業規模、事業期間などの見直しをするため「宮城県砂防関係施設長寿命化計画（案）」を改定する

こととした。 
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●改定履歴 

改定月 主な改定内容 

平成 28 年 3 月 策定 

平成 30 年 3 月 ・追加点検結果を計画へ追加 

・点検頻度の見直し 

令和 6 年３月 

主な 

改定点 

◎点検方法の見直しと各種台帳を DB で一元管理 

◎施設健全度評価手法と対策優先順位の見直し 

◎新技術の活用によるコスト縮減と国の補助制度を活用した

予算の平準化 

令和 8 年３月 主な 

改定点 

◎施設健全度評価手法と対策優先順位の見直し 

◎点検結果の反映による事業規模や事業期間の見直し 
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1.2 砂防関係施設の現況 

宮城県が所管する砂防関係施設は、砂防法( 明治 30 年法律第 29 号) 第 1 条に規定する「砂防

設備」（砂防堰堤、渓流保全工）、地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号) 第 2 条第 3 項に規

定する「地すべり防止施設」、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57

号)第 2 条第 2 項に規定する「急傾斜地崩壊防止施設」、地方財政法( 昭和 23 年法律第 109 号) 

第 16 条に基づく「雪崩防止施設」の 5 種・1,796 施設（令和６年 3 月）である（表 1.2.1）。 

 

表 1.2.1 宮城県の砂防関係施設（令和６年 3 月） 

施設種別 施設数 

砂防設備 
砂防堰堤 1,205 

渓流保全工 277  

地すべり防止施設 34 

急傾斜地崩壊防止施設 276 

雪崩防止施設 4 

合計 1,796 

 
 砂防関係施設の竣工年度を図 1.2.1 に示す。昭和 30～50 年代（1950～80 年代）に多くの施

設が設置され、昭和 42 年（1967）年の 50 施設がピークである。事業別では、砂防堰堤が昭和 47

年（1972）年、渓流保全工が昭和 42 年（1967）、地すべり防止施設が平成 13 年（2001）、急傾斜

地崩壊防止施設が平成 16 年（2004）である。近年の新規設置数が減少していることから、施設全

体として、経過年数の増加・老朽化の進行が懸念される（図 1.2.2）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.1 砂防関係施設※の竣工年度 

※竣工年度不明は除く、雪崩防止施設は 4 施設のみのため除く  



5 
 

 

現時点(R７)             １０年後               ３０年後 

 
 
 
 
 
 

図 1.2.2 竣工後５０年以上の砂防関係施設の割合（既設施設のみ） 

※竣工年度不明は除く、雪崩防止施設は 4 施設のみのため除く 

 
また、令和６年度に実施した一斉点検に基づく施設の健全度評価結果では、損傷が生じており

修繕等の対策が必要な施設（健全度 D・C）は 247 箇所（14％）であった。また、現状では対策

の必要はないものの経過観察が必要な施設（健全度Ｂ）が 806 箇所（45％）、対策不要の施設

（健全度Ａ）は 743 箇所（41%）であった。 

なお、健全度評価の詳細は 3.2.1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.3 砂防関係施設の損傷状況※の割合 

※損傷状況は令和６年度に実施された一斉点検結果に基づく 

 
 

表 1.2.2 施設種別ごとの健全度評価結果 

 
 
 
 
 
 
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

健全度D 健全度C 健全度B 健全度A

修繕等の対策が必要 経過観察 対策不要 

B：806 箇所（45％） 
 

A：743 箇所（41％） 
 

D：78 箇所、C：169 箇所 
計 247 箇所（14％） 

A B C D

砂防堰堤 1,205 477 579 113 36 149

渓流保全工 277 104 124 30 19 49

地すべり防止施設 34 4 7 6 17 23

急傾斜地崩壊防止施設 276 158 93 19 6 25

雪崩防止施設 4 0 3 1 0 1

1,796 743 806 169 78 247

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策箇所
(健全度C,D)

砂防設備

合計

 

50 年以上 

51% 
50 年以上 

69% 50 年以上 

94% 
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2. 計画の構成 

 本計画は、次の４項目（①点検計画、②修繕計画、③実行計画、④修繕工事）で構成する。 

   ①点検計画：ワンストップ型の台帳管理、定期点検のルール化 

②修繕計画：施設の健全度評価手法、対策優先順位の考え方 

③実行計画：コスト縮減、予算の平準化 

④修繕工事：修繕工事に係る新技術の活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.1 計画の構成  

①点検計画

②修繕計画

③実行計画

新規完成施設

データベース登録

＋

施設台帳 兼

点検調書の作成

点検計画の策定

点検実施

損傷状況の評価

施設健全度の判定

点検結果の記録

定期点検
新規登録

④修繕工事

修繕費の算定

予算年次計画

実行計画の策定

詳細設計

工事着手

工事完成

修繕履歴の記録

NO

NO

NO

健全度Ａ

健全度Ｂ健全度Ｃ健全度Ｄ

YES

YES

YES 緊急の修繕が必要

修繕が必要

早期の修繕が必要

修繕優先度１位 修繕優先度２位 修繕優先度３位

速やかに工事着手 重要度を踏まえ

優先順位を決定

予防保全の観点で劣化予測による

健全度の想定

⇒重要度を踏まえ優先順位を決定

対策不要
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3. 計画の細目 

3.1 点検計画 

施設の維持管理の基本となる施設台帳、点検について内容を下記のとおりに定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.１ ワンストップ型の台帳管理 

砂防関係施設の適切な維持管理を実現するため、施設の基本諸元と定期点検等から得られ

る変状情報等の一括管理を目指す。そのため、施設の管理単位の明確化、「施設台帳」と「点検

調書」の兼用型への変更、データベースによる施設情報の一括管理を行う。 

 

●施設の管理単位（施設台帳の作成単位） 

「砂防堰堤」と「渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設」では、

設置範囲、種類、数が大きく異なるため、それぞれ区別して、下記の単位で管理する。 

①砂防堰堤 ； 施設 

②渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設 ； 区域 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 管理単位（砂防堰堤） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2 管理単位（急傾斜地崩壊防止施設）  

点検計画の主な改定内容 

(1)ワンストップ型の台帳管理 

 ・施設の管理単位（施設台帳の作成単位）   ・「施設台帳」と「点検調書」の併用型 

 ・データベースによる施設情報の一括管理 

(2)定期点検のルール化 

・部位の変状、施設の健全度  ・複数の点検項目を定量的な判定基準で設定 

・点検項目の定量的な判定基準の設定  ・点検の頻度と点検者の明確化 

施設  

区域  
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●「施設台帳」と「点検調書」の兼用型 

施設に関する情報（諸元、点検結果）を一括管理するため、定期点検を活用し、「施設台帳」と

「点検調書」の様式を一体化し、兼用型に変更する。これにより、情報の一括管理を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.3 点検調書（砂防堰堤のサンプル） 

 

●データベースによる施設情報の一括管理 

施設諸元、定期点検等による施設の変状情報に加え、砂防 3 法指定区域等や土砂災害警戒区

域等の情報も紐付け、砂防関係施設に関するあらゆる情報をデータベースで一括管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.4 データベースによる一括管理のイメージ 

  

砂防堰堤点検調書（様式-4）

写真帳

：

●●堰堤 ：

●●●● 点検者 ：

記入者 ：

施設番号： ●●　●●

●●　●●

点検年月日 平成26年2月21日

施設名称： 点検者所属 (株)●●

現地写真

緯度経度 東経 北緯 緯度経度 東経 北緯

20 撮影場所 本堤本体袖部（左岸側）
コメント ひび割れ コメント ひび割れ　幅2.0ｍ　深さ0.1ｍ

写真NO. 19 撮影場所 本堤本体袖部（左岸側） 写真NO.

緯度経度 東経 北緯 緯度経度 東経 北緯

22 撮影場所 本堤本体袖部（右岸側）
コメント 欠損 コメント 欠損　幅4.5ｍ　高さ1.5ｍ　深さ0.1ｍ

写真NO. 21 撮影場所 本堤本体袖部（右岸側） 写真NO.

緯度経度 東経 北緯 緯度経度 東経 北緯

24 撮影場所 本堤本体袖部（右岸側）
コメント 欠損 コメント 欠損　幅4.5ｍ　高さ1.5ｍ　深さ0.1ｍ

写真NO. 23 撮影場所 本堤本体袖部（右岸側） 写真NO.

北上川 止野川 止野川 － 牡鹿郡 女川町 女川浜字新田 東部土木事務所

砂防堰堤 - m 31.5 m 1.6 m 55 °
不透過型 4.5 m 10.0 m 2.0 m 78 °
非管理型 1.5 m

昭和29年度 止野川 無 無

昭和29年12月08日 － －

0.85 －

－

東経 北緯

定期 定期

a b c d a b c d

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C

要

写真番号

9施設周辺の状況
（備考）

本体 透過部
鋼材

変位変形

腐食

変位変形

腐食

本体
鋼材

総合的な健全度評価

所見（今回）： C 所見（前回）：

重要部位である本堤本体に欠損及び洗堀が
あり、いずれも変状レベルcのため、施設全
体の健全度はCと判断した。

区域の健全度評価結果

進行性の確認

施設番号： ●●●●
点検者： ●●　●●

記入者： ●●　●●

砂防堰堤点検調書（様式-1） 点検の種類： 定期点検

施設名称： ●●堰堤
点検年月日： 平成26年02月21日

点検時刻： 10：00～11：00

施設諸元

施設

型式 有効高

河川名

水系・山系 幹川名 河川名 渓流名

下流洗堀

前回点検（

位置図 平面図

）実施日： ●●/●/●

指定年月日

面積（ha）

地目

渓流番号

R区域

区域番号

緯度経度

点検総括

砂防関係施設点検要領（案）に準拠 今回点検（ ）実施日： 平成26年02月21日

写真番号対象 施設
変状レベル

本体
水通し

コンクリート
摩耗

欠損

本体
ｺﾝｸﾘｰﾄ
石積等

コンクリート

ひび割れ

漏水

欠損

洗掘

その他

点検部位 材料 点検項目
変状レベル

点検に支障なし

付帯
施設

ひび割れ

漏水

欠損

副堤・垂直
壁

水通し

摩耗

欠損

摩耗
砂防 砂防堰堤

その他

常時流水

標識

隣接道路

損傷・劣化

損傷・劣化

側壁護岸

ひび割れ

本体 透過部
底版コン

摩耗

10～11

9

25～33

34～35

安全設備（階段・進入防止柵等） 損傷・劣化

その他（魚道等） 損傷・劣化

満砂

袖部 コンクリート

水叩き

19～24

有

管理手法

竣工年度

所在地
所管事務所

市・郡 区・町・村 字

10～11

土砂堆積

草木繁茂

渓岸浸食・崩壊

洗掘

その他

無

上流勾配

下流勾配

堤高

水通し高

堤長

水通し幅

袖天端幅

水通し天端幅

指定地名

土砂災害警戒区域等砂防指定地

渓流名

土石流危険渓流

区域名

副堤・垂直壁
袖部

ひび割れ

漏水

欠損

その他

副堤・垂直
壁

本体

ひび割れ

漏水

欠損

洗掘

その他

竣工年度

漏水

欠損

砂防堰堤点検調書（様式-2）

概要図

：

●●堰堤 ：

●●●● 点検者 ：

記入者 ：

施設諸元

●.● m 31.5 m 2.0 m

4.5 m 10.0 m 1.6 m

1.5 m

1 ： ●.●

1 ： 0.2

施設番号：

施設名称：

施設 砂防堰堤 堤高 水通し天端幅

袖天端幅

点検年月日 平成26年2月21日

(株)●●

●●　●●

●●　●●

点検者所属

有効高

水通し高

水通し幅

堤長

正面図

型式 不透過

側面図

管理手法

上流勾配

下流勾配

非管理型

摩耗 欠損

ひび割れ 洗掘

漏水 その他

下流側

左岸側右岸側

上流側

摩耗 欠損

ひび割れ 洗掘

漏水 その他

右岸側左岸側

右岸側 左岸側
1.6m

2.0m

1.6m

2.0m

0.0m
10.0m

1.5m

4.5m

31.5m

●.●m

本体 本体 欠損

本体 本体 洗堀

本体 袖部 ひび割れ 本体 袖部 欠損
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3.1.2 定期点検のルール化 

本砂防関係施設点検を適切に実施するため、「宮城県砂防関係施設点検マニュアル（案）」を改

定し、定期点検のルールを定めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①部位の変状、施設（区域）の健全度 

 

表 3.1.1 部位ごとの変状レベル評価 

損傷度 損傷等の程度 
変状レベ

ル 

損傷なし 
または軽微な損傷あり 

当該部位に損傷等は発生していない、もしくは軽微な損傷が発
生しているものの、損傷等に伴う当該部位の性能の劣化が認め
られず、対策の必要がない状態 

ａ 

損傷あるが軽度 
（損傷があるが、機能・性
能低下に至っていない） 

当該部位に損傷等が発生しているが、問題となる性能の劣化が
生じていない。 現状では対策を講じる必要はないが、今後の損
傷等の進行を確認するため、定期点検等により、経過を観察す
る必要がある状態 

b 

重度の損傷あり 
（機能・性能の低下あり） 

当該部位に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該部位の
性能上の安定性や強度の低下が懸念される状態 

c 

機能不全 
（機能・性能の損失） 

当該部位の損傷等が著しく、損傷等に伴い、当該部位の性能上
の安定性や強度が低下し、機能不全が生じた状態 

d 

 
表 3.1.2 施設あるいは施設全体（区域）の健全度評価 

  

健全度 損傷等の程度 表記 

対策不要 
当該施設に損傷等は発生していないか、軽微な損傷が発生しているものの、損
傷等に伴う当該施設の機能の低下及び性能の劣化が認められず、対策の必要
がない状態 

A 

経過観察 
当該施設に損傷等が発生しているが、問題となる機能の低下及び性能の劣化
が生じていない。  現状では対策を講じる必要はないが、将来対策を必要とす
るおそれがあるので、定期点検等により、経過を観察する必要がある状態 

B 

要対策 
当該施設に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該施設の機能低下が生じ
ている、あるいは当該施設の性能上の安定性や強度の低下が懸念される状態 

C 

機能不全 
当該施設の損傷等が著しく、当該施設に求められる機能が損なわれ、速やかに
修繕等が必要な状態。 

D 

定期点検の主な改定内容 

・部位の変状 ； 4 段階評価（良 a,b,c,d 悪） 

 施設(区域)の健全度 ； 4 段階評価（良 A，B，C，D 悪） 

・複数の点検項目（変形、腐食、損傷等）を定量的な判定基準で設定 

・健全度は、原則、最も悪い部材の評価を基に判定 

・点検頻度 ； 健全度 A：1 回/10 年 B：1 回/５年 C：1 回/3 年 D：１回/１年 

・点検者 ； 維持管理業者 

※地すべり施設 ； 健全度Ａ,Ｂ：1 回/5 年 Ｃ：1 回/3 年 Ｄ：1 回/1 年、維持管理業者によ

る点検 
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②点検の頻度・点検者 

表 3.1.3 点検の頻度・点検者 

健全度※ 点検頻度 異常時点検 点検者 

Ａ 10 年に 1 回 ― 維持管理業者 

Ｂ 5 年に 1 回 ― 維持管理業者 

Ｃ 3 年に 1 回 対象 維持管理業者 

Ｄ 1 年に 1 回 対象 維持管理業者 

※地すべり防止施設の定期点検は、集水井の排水管や横ボーリング工の集水管の詰まり等が高頻度

で発生する可能性があるため、点検頻度を健全度 A・Ｂについては 5 年に 1 回、健全度Ｃについて

は 3 年に１回、健全度Ｄについては１年に１回とする。また、点検は専門業者が実施することを基本

とする。 

 

②-1 異常時点検 

 〇目的：豪雨や地震発生時等の事象の発生直後に、砂防関係施設の機能の低下や性能の劣化

などの状況を把握するために行う。 

 〇実施時期（頻度）：出水時や地震時などの事象の発生直後のできるだけ早い時期に実施。 

 〇実施方法：目視点検もしくは UAV 点検を基本とする。 

 

表 3.1.4 異常時点検の実施基準 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.5 異常時点検の点検対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-2 管理型砂防堰堤の異常時点検及び緊急除石 

土砂発生イベント後、速やかに点検を実施し、必要に応じて緊急除石を行うものとする。なお、

透過型堰堤については除石の実施にあたり、透過機能を確保する為、原則として元河床高まで

除石を行うこととする。  

基準項目 実施基準

時間雨量 30ｍｍ以上

連続雨量 100ｍｍ以上

土砂災害警戒情報 土砂災害警戒情報の発令

地震震度 震度5強以上

通報等 住民、市町村等からの通報、情報提供があった時

番号 異常時点検の対象施設

① 要点検箇所（３カ年被災履歴、点検ポイント等に指定）

② 最近３年以内に完成した施設

③ 事業中の箇所のうち工事の端境期間で施工業者がいない箇所

④ 宮城県砂防関係施設長寿命化計画で健全度Ｃ(要対策)・Ｄ(機能不全)の施設

⑤ 石積構造等の脆弱な構造を有する施設

⑥ 要配慮者利用施設や防災拠点等、重要保全対象を保全するもの

⑦ 最下流の基幹堰堤や堰堤の高さが15m以上のもの（ハイダム）

⑧ 管理型砂防堰堤
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③点検時の記載ポイントなどの例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.5 点検時の記載ポイント（２巡目点検） 
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3.2 修繕計画 

施設の定期点検に基づき健全度評価を実施し、修繕等が必要と判断された施設は、機能不全

になる前に修繕を実施し、再び健全な状態に戻すこととする。以下にその計画を定めた。 

 
3.2.1 施設の健全度評価 

施設の健全度評価は、定期点検の結果に基づき、部位ごとの変状レベルを評価した上で、施

設あるいは施設全体（区域）について総合的に健全度を評価する。健全度は、対策不要（Ａ）、経

過観察（Ｂ）、要対策（Ｃ）、機能不全（Ｄ）の４区分で評価する。 

「砂防堰堤」と「渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設」では、

施設が設置されている範囲、種類、数が大きく異なるため、それぞれ区別して、下記の方法に基

づき健全度評価を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1 健全度評価のながれ 
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図 3.2.2 砂防堰堤の健全度評価フロー 
 
 
  

砂防堰堤の健全度評価フロー（部位⇒施設） 

※1 健全度評価は部位の最低評価を適用する。 

※2 安全設備の損傷・劣化、施設周辺での土砂堆積・渓岸浸食に対しては追加対策や維持管理が必要であ

る。 
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図 3.2.3 砂防堰堤の健全度評価のイメージ  

砂防堰堤の健全度評価のイメージ 

部位ごとの変状レベル評価 

施設ごとの健全度評価 
※ 部位のうち最低評価を適用 
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図 3.2.4 渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設の健全度評価フロー  

※安全設備の損傷・劣化、下記の施設周辺の変状に対しては追加対策
や維持管理が必要である。 

渓流保全工：土砂堆積・渓岸浸食 
地すべり対策施設：斜面の陥没・沈下・はらみ出し 
急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設：斜面の崩壊・滑落 

【例】渓流保全工 
砂防堰堤以外の健全度評価 

底版工 a
護床工 b
護岸工 a

水通し a
本体 a
袖部 d

水通し b
本体 ｃ
袖部 b

部位→ 施設→ 工区→ 区域

護岸工
1-1

Ｂ
渓流保全
工区1

Ｂ

渓流保全
区域①

Ｄ
床固工
2-1

Ｄ
渓流保全
工区2

Ｄ

床固工
2-2

Ｃ
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図 3.2.5 渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設の健全度評価のイメージ（1/4） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.2.6  渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設の健全度評価のイメージ（2/4）  

施設ごとの健全度評価 

砂防堰堤以外の健全度評価のイメージ（例：急傾斜地崩壊防止施設） 

部位ごとの変状レベル評価 

※ 部位のうち最低評価を適用 

施設①-1 の健全度Ｃ 施設②-6 の健全度Ｃ 
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図 3.2.7 渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設の健全度評価のイメージ（3/4） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.2.8 渓流保全工・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設の健全度評価のイメージ（4/4）  

工区ごとの健全度評価 

区域ごとの健全度評価 ※ 工区のうち最低評価を適用 

区域の健全度Ｃ 

※ 施設のうち最低評価を適用 
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3.2.2 対策優先順位の考え方 

施設の健全度評価に基づき、対策の優先順位づけを行う。対策優先順位は、第一に当該施設が修

繕を必要とする切迫度（緊急・早期に修繕が必要か否か）で判断する。切迫度は施設の健全度（Ｄ＞Ｃ

＞Ｂ＞Ａ）で評価する。次に、要対策 247 箇所を主要構造物の機能に影響があるか否かに基づき、

『健全度 D+、C+』と『健全度 D-、C-』に分類した。 

 
 

 

 
※砂防堰堤において、損傷が主要構造物の機能に影響を及ぼし、また構造が想定される 

  土砂外力に対して耐性を有さないと判断される場合は、健全度を D+、C+に分類する。 

〇対策の分類 

要対策 247 箇所について、健全度 D-、C-⇒部分的な補強・更新（既存構造物と同等の施設の整

備）、健全度 D+、C+⇒現行基準に整合した腹付けや嵩上げに分類して対策をおこなう。 

〇対策優先順位の設定 

（１）地すべりやがけ崩れは、斜面崩壊により住宅等が直接被災し、人命への影響が極めて高い現象で

あり、特に生活圏直上・直下で発生することが多く、発生と同時に人命被害の生じる危険がある

ため、健全度D±及び C+と判定された、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設について

は、対策を最優先とする。 

（２）砂防堰堤、渓流保全工、雪崩防止施設については、健全度に基づき D+⇒C+⇒D-⇒C-の順で

優先度を設定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

優先度１位

(健全度D+)

37箇所

優先度２位

(健全度C+)

82箇所

優先度３位

(健全度D-)

 41箇所

優先度4位

(健全度C-)

87箇所

優先度5位

(健全度B)　806箇所

優先度6位

（健全度A)　743箇所

重要度を踏まえて優先順位を決定

A B C- D- C+ D+

砂防堰堤 1,205 477 579 54 22 59 14 149

渓流保全工 277 104 124 12 8 18 11 49

地すべり防止施設 34 4 7 3 5 3 12 23

急傾斜地崩壊防止施設 276 158 93 17 6 2 0 25

雪崩防止施設 4 0 3 1 0 0 0 1

1,796 743 806 87 41 82 37 247

247箇所

表 3.2.2 施設種別ごとの健全度評価結果

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策箇所
(健全度C,D)

砂防設備

合計

健全度Dの施設 健全度Cの施設 健全度Bの施設 健全度Aの施設

（78箇所） （169箇所） （806箇所） （743箇所）

緊急的な対策が必要 早期に対策が必要 予防保全的な対策が必要 当面対策は不要

重要度(保全対象、施設

の脆弱性・年齢)を踏ま

え優先順位を決定

重要度(保全対象、施設

の脆弱性・年齢)を踏ま

え優先順位を決定

劣化予測により健全度を

評価した上で重要度を

踏まえ優先順位を決定

10年後の定期点検結果

を踏まえ対策を検討

防災砂防課が管理する砂防関係施設（1,796箇所）

修繕計画の立案
（中期：概ね15年以降）

劣化予測により健全度を評価
した上で、重要度を踏まえて

優先順位を決定

当面対策不要

修繕計画の立案（短期：概ね 15 年） 
重要度を踏まえ優先順位を決定 

※人命への影響が大きい、地すべりや 
急傾斜地対策を最優先 

『10 カ年で、全ての D+を完成また、現場近接箇所を組合せ

て発注し、169 箇所を完成（全 247 箇所の約 69％）』 
 

表 3.2.1 施設の損傷状況に基づく、健全度の分類の考え方 

健全度 分類 損傷の状況

C- 主要構造物の機能に影響なし

C+ 主要構造物の機能に影響あり

D- 主要構造物の機能に影響なし

D+ 主要構造物の機能に影響あり
D

C
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図 3.2.9 修繕対象施設の選定のながれ（砂防堰堤） 

 

 

 

 

A B C- D- C+ D+

砂防堰堤 1,205 477 579 54 22 59 14 149

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策
箇所計
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図 3.2.10 修繕対象施設の選定のながれ（渓流保全工） 

 

 

 

  

A B C- D- C+ D+

渓流保全工 277 104 124 12 8 18 11 49

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策
箇所数
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図 3.2.11 修繕対象施設の選定のながれ（地すべり防止施設） 

 

 

 

 

 

 

  

A B C- D- C+ D+

地すべり防止施設 34 4 7 3 5 3 12 23

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策
箇所数
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図 3.2.12 修繕対象施設の選定のながれ（急傾斜地崩壊防止施設） 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C- D- C+ D+

急傾斜地崩壊防止施設 276 158 93 17 6 2 0 25

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策
箇所数
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図 3.2.13 修繕対象施設の選定のながれ（雪崩防止施設） 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C- D- C+ D+

雪崩防止施設 4 0 3 1 0 0 0 1

施設種別
施設数
区域数

健全度評価結果 要対策
箇所数
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表 3.2.3 個別施設の対策優先順位：砂防堰堤・渓流保全工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 判定 配点
※1 項目の重み

要配慮者利用施設、避難所、公共施設 30

緊急輸送道路、鉄道 20

国道、県道 10

重要施設なし 0

砂防堰堤：家屋50戸以上
砂防堰堤以外：家屋10戸以上

20

砂防堰堤：家屋10戸以上50戸未満
砂防堰堤以外：家屋5戸以上10戸未満

10

砂防堰堤：家屋1戸以上10戸未満
砂防堰堤以外：家屋1戸以上5戸未満

5

家屋なし：0戸 0

竣工年不明の施設

昭和52年(1977年)
※2以前に竣工した施設

20

上記より後に竣工した施設 0

石積、粗石コンクリート 30

石積、粗石コンクリート以外
（コンクリート、鋼製等）

0

100 100%

竣工からの
経過年数

堤体材料

20%

30%

※1　複数の項目が該当する場合は、得点がより高いものを採用（合算しない）
※2　昭和52年　砂防設備等緊急改築事業の採択要件
※3  竣工年度が不明な施設は、昭和51年に竣工したものとして保全する

重要保全施設の

有無
※1 30%

家屋数
（人家戸数）

20%

計　　
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表 3.2.4 個別施設の対策優先順位：地すべり対策施設・急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価項目 判定 配点
※1 項目の重み

要配慮者利用施設、避難所、公共施設 40

緊急輸送道路、鉄道 20

国道、県道 10

重要施設なし 0

家屋10戸以上 30

家屋5戸以上10戸未満 20

家屋1戸以上5戸未満 10

家屋なし：0戸 0

共通：竣工年不明の施設

地すべり防止施設：平成2年(1990)
※2以前に竣工した施設

急傾斜地崩壊防止施設：昭和57年(1982年)
※2以前に竣工し

た施設
雪崩防止施設：急傾斜地崩壊防止施設に準じる

30 30%

上記より後に竣工した施設 0

100 100%

※1　複数の項目が該当する場合は、得点がより高いものを採用（合算しない）
※2  平成2年　地すべり防止技術指針及び同解説の策定、アンカー工の二重防食義務付け
　　    昭和57年　急傾斜地崩壊防止工事技術指針の策定

竣工からの
経過年数

重要保全施設の

有無
※1 40%

家屋数
（人家戸数）

30%

計　　
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3.3 実行計画 

3.3.1 修繕計画 

対策優先順位に基づき、健全度「Ｃ」「Ｄ」の施設に対して重点的に対策を実施する。 

今後 15 年間で約 125 億円の事業費を充当し、対策を加速化する。 

また、中長期計画（50 年間）を策定し、健全度「Ｂ」の施設が計画期間中に健全度「Ｃ」へ移行す

ることが想定されるため、予防保全の観点により前倒しで対策を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.1 砂防関係施設の損傷状況※の割合 

 
3.3.2 計画の効果 

これまでどおりの「傷んでから治す」という事後保全型の維持管理と、「傷みが小さいうちに計

画的に対策を行い長持ちさせる」という予防保全型の維持管理（予算等に合わせて年度あたり

の事業費を平準化）を行った場合の事業費（修繕費用）を比較すると、初期の 5 年間は予防保全

型が事後保全型を上回っているが、６年目で逆転し、以降、事後保全型が上回る。50 年後の累

積事業費は予防保全型約 269 億円、事後保全型約 1,007 億円と推計され、予防保全型維持

管理の実施により約 73％の事業費の縮減効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.2 事後保全型維持管理と予防保全型維持管理の比較と平準化（事業費：修繕費用） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

健全度D 健全度C 健全度B 健全度A

1５年間で修繕 予防的に修繕（中長期計画） 修繕不要 

D：78 施設、C：169 施設  
計 247 施設（14％） 

B：806 施設（45％） A：743 施設（41％） 

約 73％ 

縮減 

予算等に合わせて平準化 
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3.4 新技術の活用 

今後の修繕工事の実施にあたっては、さらなるコスト縮減や効率化につながるよう、現場条件

等により新技術等の活用がなじまない箇所を除き、新技術や新たな材料の積極的な活用に努め

る。活用にあたっては、NETIS（新技術情報提供システム）等の情報を参考にしながら、現場条

件等を考慮して適切な技術等を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新技術の参考例 

【砂防事業】          耐久性の高い部材の設置、充填材の注入など 

【地すべり対策事業】    軽量部材の活用、ｱﾝｶｰ工頭部の防食強化など 

【急傾斜地崩壊対策事業】 薬液注入による機能回復・建設廃棄物の低減など 

【点検】             UAV(ドローン)点検、３次元点群データ・AI の活用など 

 

 

写真 1 高耐久性材料による天端摩耗の補修の例    写真 2 UAV 点検の例（女川町） 

 

表 3.4.1 従来手法と新技術のライフサイクルコストの比較（例） 

（コンクリートと高耐久性材料、耐用年数 50 年） 

工種 コンクリート 高耐久性材料 

工事コスト比 （①） 

（1m2 あたり参考工事コスト） 

1 

（\79,000 / m2） 

3.7 

（\290,000 / m2） 

補修回数 （②） 4 0 

維持管理コスト比 （③＝①✕②） 4 0 

ライフサイクルコスト比 （①＋③） 5 3.7 

コンクリートを１とした場合 

のライフサイクルコスト比 
1 0.74 

備考）参考工事コストは本工事における摩耗対策工の直工費のほか、補修に必要な補修工、 

土工、仮設工を含む純工事費を示す。 

 

【出典】 

・平成 27 年度砂防学会研究発表会概要集「高耐久性材料による鋼製透過砂防堰堤底版 

コンクリートの補修事例について」 

高耐久性材
料の活用
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参考資料：事業候補箇所一覧 
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